
地域再生計画書本体新旧対照表

旧 新

１．地域再生計画の名称 １．地域再生計画の名称

人もまちも煌めくまちづくり計画 人もまちも煌めくまちづくり計画

２．地域再生計画の作成主体の名称 ２．地域再生計画の作成主体の名称

岐阜県、下呂市 岐阜県、下呂市

３．地域再生計画の区域 ３．地域再生計画の区域

下呂市の全域 下呂市の全域

４．地域再生計画の目標 ４．地域再生計画の目標

（略） （略）

５．目標を達成するために行なう事業 ５．目標を達成するために行なう事業

５－１ 全体の概要 ５－１ 全体の概要

現在実施中である国道２５７号の改築と併せて 下 現在実施中である国道２５７号の改築と併せて、下、

呂市馬瀬黒石地区において地域の生活道路として ま 呂市馬瀬黒石地区において地域の生活道路として、ま、

た国道２５７号の迂回路として重要な 市道川西線 た国道２５７号の迂回路として重要な「市道川西線」「 」

認定 の改良事業を実施することにより の改良事業を実施することにより、異常気象時におけ（ ） 、H16.3.1
異常気象時における交通手段の確保を図る。 る交通手段の確保を図る。

また 下呂市小坂町落合地区において厳立峡と濁河 また、下呂市小坂町落合地区において厳立峡と濁河、

温泉地区の一体整備と併せて、アクセス道路である 温泉地区の一体整備と併せて アクセス道路である 市、 「

「市道落合３号線 （ 認定）の改良事業を実 道落合３号線」の改良事業を実施することにより、幅」 H16.3.1
施することにより 幅員狭小箇所を解消し通行の安全 員狭小箇所を解消し通行の安全確保を図る。、

確保を図る。 さらに、旧萩原町と旧下呂町を結ぶ「森林基幹道下

さらに 旧萩原町と旧下呂町を結ぶ 森林基幹道下 呂～萩原線 旧馬瀬村と旧金山町を結ぶ 森林管理道、 「 」、 「

」（ 」、 「 」、呂～萩原線 飛騨川地域森林計画 岐阜県 坂本～弓掛線 旧小坂町地内の 森林管理道古子線H16.12.24
告示）の開設 「林道蓮坂線 （飛騨川地域森林計画 旧萩原町地内の 森林管理道出水洞線 旧下呂町地内、 」 「 」、

岐阜県告示）の改良事業を行うことによ の 森林管理道下呂支線 の開設 林道蓮坂線 の改H16.12.24 「 」 、「 」

り 森林施業の効率化と間伐事業をより一層推進させ 良事業を行うことにより、森林施業の効率化と間伐事、

る。 業をより一層推進させる。

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行なう事業 ５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行なう事業

道整備交付金を活用する事業 道整備交付金を活用する事業

・事業主体 対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る

。 、 、市道 岐阜県、下呂市 手続きを了している なお 整備箇所等については

林道 岐阜県、下呂市 別添の整備箇所を示した図面による。



・施設の種類 市道、林道 市道；道路法に規定する市町村道については平

・事業区域 いずれも下呂市 成16年3月1日に認定済み。

・事業期間 林道；森林法による飛騨川地域森林計画（平成

市道（平成 ～ 年度） 年 月 日樹立）に路線を記載。17 21 14 4 1
林道（平成 ～ 年度）17 21

・事業費 ［施設の種類（事業区域 、事業主体］）

総事業費 １２億５千６百９０万円 ・市道（下呂市） 岐阜県、下呂市

（うち交付金６億５千９百２０万円） ・林道（下呂市） 岐阜県、下呂市

市道 ６億５百万円 ［事業期間］

（うち交付金３億２百５０万円） ・市道 平成１７～２１年度 林道 平成１７～（ ）、 （

林道 ６億５千１百９０万円 ２１年度）

（うち交付金３億５千６百７０万円） ［整備量及び事業費］

・整備量 ・市道 １．３ｋｍ、林道 ９．６ｋｍ

市道 １．３ ・総事業費 ２，２６４，８８０千円km
林道 ５．０ （うち交付金１，１６９，０９０千円）km

（内訳）

市道 ５９５，０００千円

（うち交付金２９７，５００千円）

林道 １，６６９，８８０千円

（うち交付金８７１，５９０千円）

５－３ その他の事業 ５－３ その他の事業

該当なし 地域再生法による特別の措置を活用するほか 「人、

もまちも煌めくまちづくり計画」を達成するため、以

下の事業を総合的かつ一体的に行うものとする。

①間伐等の森林整備事業の実施

災害に強い森林づくりを推進するため、間伐等

の森林整備事業の実施を促進する。

②森林整備に必要な林内路網の整備

間伐等の森林整備を効率的、効果的に実施するた

、 。め 必要な林道や作業道等の路網整備を促進する

③地域における道路整備の促進

異常気象時における市内周辺部からの生活道路の

。通行確保のため国道２５７号の整備を促進する

④交流産業の振興促進

交流産業の振興を促進するため、厳立公園・濁河

森林公園の整備を推進するとともに、アクセス道

である林道「椹谷線」の整備を推進する。

６．計画期間 ６．計画期間



平成１７年度～平成２１年度 平成１７年度～平成２１年度

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 ７．目標の達成状況に係る評価に関する事項

（略） （略）

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必 ８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必．

要と認める事項 要と認める事項

地域再生法による特別の措置を活用するほか 「人 特になし。、

もまちも煌めくまちづくり計画 を達成するため 以」 、

下の事業を総合的かつ一体的に行うものとする。

国道２５７号の整備

厳立公園・濁河森林公園の整備

林道「椹谷線」の整備

間伐等の森林整備事業の実施

森林整備に必要な林道等の整備


